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１．はじめに 

弊社の都市・地域活性化事業部の技術者十数名

は、東日本大震災の発生後、数度に分けて、岩手

県、宮城県、福島県の浦々の被災地調査を実施し

た。４月中下旬に、岩手県や宮城県内の主な被災

市街地の基礎情報図とそれに基づく復興都市計画

試案を作成し、県や市に提案してきた。 

本稿では、岩手県と宮城県の被災地に焦点を合

わせて、被災市街地の状況や都市復興の論点を整

理する。また、東海・東南海・南海地震による大

津波に対して備えるべきことも提示する。 

 
２．津波被災市街地※の状況 

２．１ 津波被災市街地の様相 

津波被災地は、三陸リアス式海岸部と仙台湾以

南の平野部における２つの様相に分類できる。 

(1) 三陸リアス式海岸部 

沿岸市街地の基本的な都市構造は、北上山地か

ら三陸海岸に流れ込む川の河口部周辺に、漁港・

港湾・臨海工業地、背後地に商業・業務・宿泊・

飲食施設と住宅が集積し、高台に学校、病院とミ

ニ開発住宅地があり、沿岸地域を結ぶ国道 45 号

沿道に飲食店や大型店舗が立地という構造である。 

沿岸地域の拠点都市で、人口 4～７万人の宮古、

釜石、大船渡、気仙沼市では、漁港・港湾・臨海

工業地と背後の市街地を合わせて 250～500ha が

浸水し、その内８割程度の 200～400ha の範囲内

の建造物は壊滅的な状態であり、人口比で１～

3％の死者・行方不明者となっている。これらの

都市は、市街地全体では 900～1,500ha の規模を

有し、3～4 割の市街地が浸水した。 

一方、これら拠点都市の間に位置し、人口が 1

～2.3 万人の山田町、大槌町、陸前高田市、南三

陸町、女川町では 150～300ha の市街地が浸水し、

ほぼ全て壊滅し、人口比で 5～11％の死者・行方

不明者となっている。これらの都市の市街地規模

は 200～400ha であり、6 割～9 割が浸水した。 

概して言えば、都市規模にかかわらず、壊滅市

街地面積はそれぞれ 150～400ha 程度あり、これ

らをどう再生するかが基本的な課題である。 

 

図１ 岩手県大船渡市  

図２ 宮城県気仙沼市 

図３ 宮城県南三陸町  

上記写真の出典：国土地理院 東日本大震災関連情報
（被災地域の斜め写真） 
 
市街地※：ここでいう市街地は用途地域指定エリアを

指す 
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(2) 仙台湾以南の広大な平地部 

石巻市～仙台市～山元町等の仙台湾沿岸域では、

広大な平野部を有し、その内陸側に 5km を超え

る範囲まで津波が襲った。特に、浸水面積が 7.3

千 ha、死者・行方不明者が 5.7 千人の石巻市は、

新産業都市政策により建設された港湾・漁港・工

業団地や背後の商業地・住宅地が甚大な被害とな

り、東日本大震災の津波被災地の様相をほぼ全て

包含した、象徴的な被災地となっている。 

仙台市以南は、仙台港湾地区等を除いて、基本

的に市街化調整区域であり、農地が多く、人口密

度は低い。そのため、三陸地域に比べて、浸水区

域面積比でみた死者・行方不明者は相対的に少な

い。自治体単位でみれば、浸水地域は２千～５千

ha であり、三陸地域とスケールが違う広大な浸水

地域の土地利用の復興方法が課題になっている。

図６ 浸水面積（k㎡）（青森県～千葉県） 

ﾃﾞｰﾀ：国土地理院（平成23年4月18日）より弊社作成 

写真の出典：国土地理院 東日本大震災関連情報（被災

地域の斜め写真） 

図４ 宮城県石巻市（平成 23 年４月７日弊社撮影） 

図５ 宮城県山元町 

三 陸 リア ス 式 海 岸 地 域
（人 口 密 度 の 高 い 浸 水 区 域 ）

仙 台 平 野 地 域 （人
口 密 度 の 低 い 浸
水 区 域 ）

図７ 浸水面積と死者・行方不明者数（弊社作成） 
ﾃﾞｰﾀ：浸水面積は国土地理院、死者・行方不明者数は警察

省発表資料（平成 23 年５月 22 日）より弊社作成 

浸水面積計 561ｋ㎡ 
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３．都市復興に向けた論点 

被災地の中で、特に、甚大な被害になった石巻

市、市街地全体がほぼ壊滅した岩手県の山田町、

大槌町、陸前高田市、宮城県南三陸町と女川町の

計２市４町は、市街地全体を再構築するマスター

プランが必要であり、復興のみちのりは厳しい。 

また、岩手県から福島県まで、被災地を視察し

てみると、防潮堤による津波対策、交通条件、過

疎化・高齢化等の社会特性で共通する部分がある。

しかし、浦々やまちごとに被災状況は異なり、復

興条件としての地形、土地利用、産業等の面で様々

な相違や個性がある。復興計画は、このような浦々

やまちの個性と復興条件の相違を踏まえた、適切

な計画づくりが求められる。 

一方、被災後３ヶ月を経る中で、都市復興に向

けてさまざまな共通する論点が提起されてきてい

る。主な４つの論点について、以下に述べる。 

 
(1) 復興市街地の空間像 

目標とする復興市街地の空間像について、基本

的な論点は２つ。安全レベルをどの程度確保する

か、市街地の集約化をどの程度図るかである。 

先ず、安全レベルについては、今回の津波の標

高到達点、到達範囲、浸水深に対して、安全な市

街地の配置や高さをどう設定するか、という論点

がある。千年に一度という今回の津波を対象にす

る部分と人生に一度経験するような周期の津波を

対象にする部分を使い分ける必要がある。例えば、

今回のような津波が来ても被災を繰り返さないよ

うに、全て 20ｍ以上の高台市街地にするという計

画は、コストや復興に要する期間からみて実現が

困難と考える。図－８に示すように、安全レベル

（標高）を３分類し、防潮堤計画と連携して、適

切な避難ビルや避難公園等の配置、高台開発や 

 

土地利用規制（居住用途規制）、建築規制（高度規

制、耐震・防火規制）を併用しながら、適切に h1

～h3 と L1～L3 のバランスを設定し、市街地を再

構築することが実践的な対応と考える。 

次に、もう一つの論点は市街地の集約化である。

地域全体が人口減少・高齢化が急速に進みつつあ

る中で、浦々に散在する漁村集落や農家集落が被

災した。公平で適切な医療・福祉・行政・公共交

通等のサービスの提供や安全・安心で衛生的な生

活環境を再生・維持するためには、歩いていける

範囲のひとまとまりの市街地に居住地を集約し、

一定水準のインフラや公共施設を備えることが効

率的である。単身高齢者世帯が増える中で、集合

住宅をもっと増やす必要もある。しかし、住み慣

れた場所は離れ難く、歴史的なコミュニティもあ

り、居住地の地理的統廃合に対する反対は根強い

ものがある。一定の集約化を実現しつつも、住民

意向を踏まえて、集団移転、部分移転又は個別移

転が選択できる柔軟な方策も必要である。 

 
(2) 浸水域の跡地利用 

石巻市、三陸地域、仙台平野では、面積規模は

異なるが、沈下したり、液状化したり、塩分や災

害廃棄物が混合する浸水区域の跡地利用が大きな

課題である。甚大な被害となった浸水区域では、

住宅等の居住空間活用は回避し、農地、産業・物

流用地、太陽光・風力・バイオ等の再生可能エネ

ルギープラント用地、緑地、スポーツ公園、廃棄

物処理用地等への土地利用転換が考えられる。 

 跡地利用方策は、知恵とアイデアの出しどころ

である。決して放置せず、産業再生、雇用創出、

暮らし環境向上に向けた積極的で前向きな活用方

策の提案が求められる。福島原発事故もあったこ

とから、着目すべきは瓦礫処理と連携した、再生

可能エネルギー用地としての活用方法である。 

 図８ 市街地の再生方法イメージ図（弊社作成）

東日本大震災被害調査報告　平成23年6月　㈱エイト日本技術開発

- 106 -



 

(3) 広域復興プロジェクトの展開 

個々の自治体単独では、人口回復に寄与するよ

うな都市復興を成し遂げることは難しい。しかし、

現在までのところ、自治体単独の自助努力的な取

り組みしか見えず、津波被災の悪影響ばかりが危

惧され、将来が不安視される状況である。 

このような中で、東北地方復興を牽引する広域

プロジェトの展開が期待される。三陸地域、仙台

湾地域、仙台平野などをエリアとする広域的な連

携プロジェクトが必要である。三陸自動車道全通

や南北方向の鉄道復興の時期の宣言、太平洋岸と

日本海岸を連絡する国際物流ネットワーク構築、

再生可能エネルギー・水産系・農業系の新たな事

業展開や国際的な水産･津波・エネルギー研究開発

拠点整備など、元気がでるビッグプロジェクトが

提案され、承認され、動きだすことが必要である。 

 

(4) 復興プロセス 

復興は、早期に、段階的に、着実に進めなけれ

ばならない。人口減少が顕著な被災地では、雇用

機会を喪失すると人口転出に歯止めがかからない。 

漁業・養殖業の再生、水産加工業の再生、農林

業の再生など、重要なインフラ整備と土地活用方

策の優先順位をつけて、３年以内には、復興市街

地を段階的に供給しながら、基幹的な産業基盤、

医療・福祉・教育・買物・交通等の暮らしを支え

る生活必需機能を回復し、人々が集い、憩い、小

さなビジネスが立ち上がる、復興を牽引する中心

地を形づくらねばならない。そして、震災後 10

年以内、できるだけ早く、次世代に継承する復興

都市づくり事業が完了することが理想である。 

肝心なことは、毎年、着実に復興していくプロ

セスが、姿として眼前に現れていくことである。

全体プランが合意できても、具体的なプランが右

往左往し、早期に何一つ事業が実現できず、市民

が希望を失うことになってはならない。 

 

４．東海・東南海・南海地震に備えて 

４．１ 避難の円滑化 

 金曜日の午後２時 46 分の地震発生後、数十分

を経て、大津波が東北地方を襲い、２万４千名ほ

どの死者・行方不明者が発生した。比較的時間的

ゆとりがあったにもかかわらず、避難は円滑に行

われなかった、と言わざるを得ない。今後さまざ

まなレビューが行われ、その原因と結果の因果関

係が解き証されることになる。 

 避難訓練、大津波警報の発令や避難勧告・誘導

はどんな効果があったのか、指定していた避難地

の認知度や安全性はどの程度であったかなどであ

る。これらの経験や教訓が、東海・東南海・南海

地震による津波危険地域に早急に水平展開される

必要がある。 

 

４．２ 重要施設の再配置・安全性向上 

 病院が被災し、機能しなくなったことに対する

批判は辛らつである。重傷者を救えず、被災者に

長時間の苦痛を強いり、被災後、数ヶ月たっても

医療ケアを受けるのが不便な状況が続いたからで

ある。また、多くの学校が避難場所として機能し

た一方で、多くの児童が学校周辺で尊い命を失っ

たところもある。さらに、多くの行政職員が建物

もろとも津波にさらわれ、避難対応、救急措置、

応急復旧の指示系統が麻痺した例もみられた。 

津波に備えて、病院、学校、市役所等の重要施

設は、十分に安全な高台に再配置し、耐震構造化

し、津波被災後に備える自律的なライフライン機

能と空間的ゆとりを持たなければならない。 

 
４．３ 都市空間の再構築（減災への取り組み） 

東日本大震災の教訓として、防潮堤を高くする

ような浸水区域を小さくする方策に執着していた

発想を転換しなければならない。むしろ、予想さ

れる津波浸水区域内の人口（夜間、昼間人口）を

減らすこと、海岸沿いの危険エネルギー（木造住

宅、木材、駐車車両等）を減らすこと、津波避難

ビルや高台公園までの短距離避難システムを構築

することを目標にすることが必要である。 

また、大津波に備えて、都市の断面設計を適切

に行い、高台居住地整備、沿岸域の建物高さ・構

造・用途規制の実施、都市計画避難路整備等が望

まれる。これらは国内の多くの沿岸都市が怠って

いる。津波対策を地域防災計画任せにしてきたこ

とも合わせて、都市計画行政にとっての大きな反

省点である。    （文責：中世古篤之） 

図９ 津波被災の減災イメージ図（弊社作成）
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広域液状化被害を防ぐ 

 

株式会社エイト日本技術開発 
保全・耐震・防災事業部 
東京支社 保全・耐震・防災部 
地下・地盤技術グループ     佐伯 宗大 

１．はじめに 

今回の地震での被害の特徴として、広域にわた

り発生した液状化による被害があげられる。これ

により、埋設管、一般家屋等に大きな被害が生じ、

改めて、液状化に対する“備え”の重要性を十産

させられた。 

本稿では、液状化による特徴的な被害を整理す

るとともに、その被害事例から得られた知見・教

訓を示すとともに、液状化被害を防ぐために必要

な対策等についても取りまとめた。 

 
２．今回の地震での特徴的な液状化被害 

２.１ “噴砂”による特徴的な被害 

今回の震災において、液状化に伴い噴砂が噴き

出す映像が、報道等で流され、広く知られること

となった。 

この噴砂により、車が埋もれ、身動きが取れな

くなるなど、その量は、日本で過去に発生した地

震の中でも最大級であった（写真 1 (a)参照）。し

かし、同様の被災は、同年２月に発生したニュー

ジーランド・クライストチャーチ地震でも発生し

ており、やはり、車が埋もれ身動きが取れないと

ころが見られた（写真 1 (b)参照）。 

また、遡ってみると、

同様の被害は、1964 年

の新潟地震でも発生し

ており、激しい液状化が

発生すると、車が埋もれ

る程度の被害が生じる

可能性があることが分

かる（写真 1 (c)参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 
(b)ｸﾗｲｽﾄﾁｬｰﾁ地震       (c)新潟地震 1) 

写真 1  液状化に伴う浮上り被害 

 
２.２ 激しい“液状化”が発生した地域① 

次に、非常に激しい“液状化”が発生した地域

の特徴的な被害と特徴について示す。 

(1) 茨城県稲敷市六角地区 

茨城県稲敷市六角地区では、写真 2 に示すよう

に、非常に激しい“液状化”が発生し、家屋が大

きく沈み込み、傾いてしまったり、電柱が倒れて

しまうなどの被害が生じていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
震災後に Google が公開している航空写真を見

ると、この六角地区付近は、噴砂のひどい範囲が

円く浮き出る様な形になっていることが分かる

（写真 3 参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 この地区について、古い航空写真 3)及び 旧地

形 4）を調べてみると、「落掘」と言われる地形（過

去の洪水の際に流水によって浸食されてできた凹

地で、池状に残っている地形）で水が溜まってい

た箇所を、人工的に埋め立て作られた地区である

ことが判明した（写真 4～6，図 1 参照）。 

液状化したため倒れた電柱

液状化に伴い沈下したた
め、道路の水が吐けない 

液状化に伴い 
傾いてしまった建家

噴 砂

噴砂のひどい範囲が円
く浮き出ている 

写真 3 六角地区の噴砂発生状況 2)

(a)今回の地震

写真 2 六角地区の液状化による特徴的な被害
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(2) 茨城県潮来市、鹿嶋市周辺地区 

六角地区と同様の、潮来市、鹿嶋市周辺でも見

られた。 

図 2 には、この地区周辺の旧地形図と現在の地

形の重ね合わせ図および、被災状況写真を示すが、

少なくとも 100 年ほど前までは、海、湖、川であ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ったような地区において、“激しい”液状化が発生

していた。 

 特に、日の出地区は、特徴的な地区であり、霞

ケ浦から繋がっていた「内浪逆浦」と呼ばれてい

た地区を埋め立てて出来たのが同地区であり、非

常に“激しい”液状化が発生していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 4 六角地区の旧航空写真 3)

1947 年 

2011 年 

写真 5 六角地区の震災後航空写真 
     と旧航空写真の重ね合わせ写真

図 1 六角地区周辺の旧地形図 4)

「迅速側図」1880 年代 

2011 年

写真 6 六角地区周辺の震災後航空写真
    と旧地形図の重ね合わせ

六角地区 
六角地区 

六角地区 
六角地区 

図 2 潮来市、鹿嶋市周辺の旧地形図と航空写真の重ね合わせ 及び 被災状況写真 4)
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２.３ 激しい“液状化”が発生した地域② 

(1) 千葉県浦安市での液状化被害 

千葉県浦安市では、同地区にあるﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ

の駐車場などでも大量の噴砂が見られ、液状化被

害を受けたことで非常に有名になった。写真 7、8

には、浦安市でみられた大量の噴砂の写真を示す。 

図 3 に、安田ら 5）の調査した、液状化の発生し

ている地区を示す平面図を示す。同図中にあるよ

うに、新浦安の駅周辺の地区で激しい液状化の発

生がみられるが、これに比べ、それより海側の地

区では、新浦安駅周辺ほど激しく液状化している

状況ではない。（現地を確認すると、全く液状化し

ていないわけではなく、液状化の発生は見られる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(2) 浦安市の地盤状況 

 浦安市の新安駅周辺地区は“埋立て地”である

ことは有名である。その埋め立て年代により、埋

め立てられた土の性情等に違いがあり、海側の地

区では激しい液状化が発生していなかった可能性

を考え、同地区の地盤調査資料を確認した。  

 図 4 に代表的な柱状図を並べて示すが、激しい

液状化が発生している地区と、海側の地区とでは、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特に大きな違い（たとえば、粘性土が主体となっ

ているなど）が見られはしなかった。 

 

 

 

 

 

 

激しい“液状化”が
発生している範囲

道路や脇に噴砂があり
明らかに液状化している

道路や脇に噴砂らしきも
のがあり液状化していると
思われる

道路や脇に噴砂が見あた
らない

ディズニーランド 新浦安駅

舞浜駅

首都高
国道357号 JR京葉線

図 3 浦安市の液状化発生範囲 5)

写真 7 浦安市での噴砂の発生状況(片付作業中)

写真 8 ﾃﾞｨｽﾞﾆｰﾗﾝﾄﾞ駐車場での噴砂の発生状況 
(片付作業中)

激しい“液状化”が
発生している範囲

内
陸
側

海
側

図 4 浦安市の代表的なﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ柱状図 6)

激しい“液状化”が
発生している範囲

ディズニーランド 新浦安駅

舞浜駅

首都高
国道357号 JR京葉線

激しい“液状化”が
発生している範囲

ディズニーランド 新浦安駅

舞浜駅

首都高
国道357号 JR京葉線

位 置 図 
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(3) 浦安市の埋立て履歴 

 次に、旧航空写真をもとに、浦安市の埋め立て

履歴を整理した。図 5 に、埋め立て履歴図を示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 1960～70 年代に何が起きたか 

1960～70 年代に、何が起きていたのか？を振

返ってみた。 

ちょうどこの年代の真中である、1964 年には、

“新潟地震”が発生し、広範囲にわたる液状化に

より、橋梁が落橋したり、マンションが傾くなど、

後まで語り継がれる、有名な被害が発生した（表

1 参照）。 

この地震の発生により、“液状化”というものが、

世に広く知れ渡るようになり、これを契機として、

1971 年には、道路橋耐震設計指針に液状化判定方

法が初めて導入された。 

また、1968 年に発生した十勝沖地震においては、

“埋戻し砂”の液状化、“埋立て砂”の液状化が確

認、報告された。また、1973 年根室半島沖地震で

も“埋立て地盤”が液状化している（表 1 参照）。 

上記の状況から推察するに、1970 年代以降の埋

立て地においては、液状化の発生に対する対策を

考えている可能性がある。つまり、激しい液状化

が発生していなかった、海側の地区は、何らか、

液状化に対する対策が取られていた箇所が多かっ

た可能性が考えられる。 

 

 

が、激しい液状化が発生した範囲は、1960～1970

年頃に埋立てられた地区であることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実際に、液状化対策等の地盤改良の専門業者へ

ヒアリングした結果、同地区では、サンドコンパ

クションパイル等の液状化対策が実施されていた

箇所が多く確認された（図 6 参照） 

 

激しい“液状化”が
発生している範囲

道路や脇に噴砂があり
明らかに液状化している

道路や脇に噴砂らしきも
のがあり液状化していると
思われる

道路や脇に噴砂が見あた
らない

ディズニーランド 新浦安駅

舞浜駅

首都高
国道357号 JR京葉線

：液状化対策の実施が
確認されている箇所

※専門業者へのヒアリングによる

図 5 浦安市の埋め立て履歴 3)の画像から作成

表 1 1960～70 年頃の液状化が発生した地震 7)

図 6 液状化対策の実施が確認された箇所

東日本大震災被害調査報告　平成23年6月　㈱エイト日本技術開発

- 111 -



 

３．本震災で得られた液状化に関する教訓等 

以上示してきた、今回の被災状況及びその被災

地区の特徴等から、得られた液状化に関する教訓

等をいかに示す。 

 

(1) “噴砂”自体が被害になる 

 これまで噴砂は、その発生により液状化発生の

確認がされる程度の認識がなされているに過ぎず、

それ自体が被害になることは、あまり認知されて

いなかった。しかしながら、今回の震災において

は、その大量の噴砂が街を埋め尽くし、復旧の妨

げになるだけでなく、側溝等を埋めてしまい、そ

の機能を失わせるなど、非常に深刻な影響を与え、

“噴砂”自体が被害になることを認識させられた。 

 
(2) 一般家屋の液状化に対する備えが不十分 

 今回の液状化被害の特徴として、多くの一般家

屋に沈下・傾斜等の被害が生じたことが挙げられ

る。一般家屋のような小規模構造物に対しては、

これまで液状化に対する対策など考えられておら

ず、今回の被災状況を踏まえると、備えとして不

十分であったことは否めない。 

 
(3) 人工的に作られた低地の地盤は要注意 

 先に示した通り、“激しい”液状化が発生した地

区は、埋立て地等人工的に作られた低地の地盤で

あることが判明した。これについては、過去の震 

災経験からも指摘されてきたことではあるが、今

回改めてこれが確認され、特に宅地等の建設に際

しては、注意する必要があると言える。 

 

 

(4) 液状化対策実施箇所は液状化しづらい 

 浦安市の事例を整理すると、何らかの液状化対

策が実施されている範囲では、“激しい”液状化の

発生は確認されず、ある程度以上の対策効果があ

ったものと考えられる状況であった。 

 
４．液状化被害を防ぐために 

 以上示した内容を踏まえ、液状化被害を防ぐた

めにできる備え、今後検討が必要な項目等につい

て以下に示す。 

４.１ 液状化に対する備え 

(1) 旧河川、湖沼部等を埋立てた箇所の抽出 

 今回の液状化被害の特徴である、“人工的に作

られた低地”の地盤で発生しやすい“激しい”液

状化を避けるため、同箇所（旧河川、湖沼部等を

埋立てた箇所）を抽出し、基本的には、宅地等へ

の利用を避けることが必要であると考える。 

 
(2) 液状化対策の実施 

 一般家屋のレベルでは、液状化対策として確実

である液状化層全体の地盤改良の実施は、コスト

面から見て非現実的である。このため、ある程度

の沈下は致し方ない（許容する）が、傾斜（不同

沈下）を防止するような対策を施すことが重要で

あると考える。 

 この観点から見たときに想定される液状化対策

の分類を、図 7 に示す。 

 新設対策（建設前対策）としては、“①杭基礎（短

杭）”（短い杭を打設して不同沈下を防ぐ方法） 

【新 設 対 策】 

（建設前対策） 

【既 設 対 策】 

（建設後対策） 

図 7 一般家屋を対象にした液状化対策（案）

①杭基礎（短杭）
・松杭等(羽根付鋼管杭等)
・パイルドラフト基礎

②浅層改良
・浅層混合処理(固化改良)
・浅層部の静的締固め

（コンパクション）

③コマ基礎
・トップベース工法（マイ独楽）

⑤地下水低下
・ウェルポイント
・ディープウェル

④注入固化
・浸透固化工法
・曲り削孔，斜め削孔等

⑥地盤不飽和化
・不飽和化⇒水圧上昇防止
・マイクロバブル水
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／“②浅層改良”（固化改良）により防ぐ方法／“③

コマ基礎”により防ぐ方法などが考えられる。こ

れらは、それぞれの家屋の規模等各種条件に応じ

て使い分ければ、比較的安価に対策できるものと

考えられる。 

 一方、既設対策（建設後対策）については、“④

注入固化” と呼ばれる工法が、最も確実性の高い

工法と考えられる。この工法は、家屋の脇から削

孔し、固化剤を注入する工法であるが、非常に公

費が高いため、実際には、一般家屋のレベルでの

適用は困難と言わざるを得ない。 

 “⑤地下水位低下”については、効果は期待で

きるが、水を抜き続けなければならず、ランニン

グコストがかかってしまうこと、常時沈下が問題

になる可能性があることなどから、必ずしも適し

た工法とは言い難い。 

 コスト面、効果面のバランスがとれている可能

性があるものとしては、“⑥地盤不飽和化”が考え

られる。この工法は、空気を地中に送り込み、こ

れにより地盤を“不飽和”状態にし、液状化しづ

らくするものである。これについては、まだ研究

段階であり、効果、適用性ともに明確になってい

ないことが多いが、その他の対策に比べ、格段に

コストが安い対策になる可能性がある。 

 

４.２ 現実的な液状化対策を実現するために 

一般家屋を対象とした液状化対策としては、先

の図 7 に示したような対策が考えられるが、いず

れも、液状化層全体を対策するわけではなく、そ

の一部の表層付近に対する対策にとどめるもので

ある。一般家屋を対象にした場合、コストの面か

ら見て、この程度の対策に留めざるを得ない。 

しかし、その効果の確実性を明確にするために

は、地表面付近に設ける“非液状化層”の厚さに

より、地表面に現れる液状化の影響の違いを明確

にしておく必要がある。 

図 8 には、石原 8）の表層の非液状化層厚 及び 

深部の液状化層厚と地表での液状化発生との関係

図を示す。このチャートにあるように、“日液状化

層厚”と“地表での液状化の発生”との関係が示

されたものは、これ以外にはあまり存在しない。 

今後、このように、“非液状化層厚”に着眼し、

液状化の影響を評価するような研究が進めば、先

に示した液状化対策の効果が、明確になり、より

効率的な対策が施せるようになっていくことにつ

ながると考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
５．まとめ 

 液状化は直接的に人命を奪う被害につながるこ

とは少ないが、社会に対してボディーブローのよ

うな被害を与える。今回の液状化被害からの教訓

を踏まえ、より効果的な液状化に対する“備え”

を施し、少しでも、同被害による社会への影響が

軽減されていくことを願うとともに、我々も、で

きる限りの協力・貢献をしていきたいと考える。 

以  上 
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200galで液状化

する範囲
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300galで液状化

最大加速度
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液状化

図 8 表層の非液状化層厚 及び深部の液状化
層厚と地表での液状化発生との関係 8) 
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下水道機能の回復を早めるために 

 

株式会社エイト日本技術開発 
保全・耐震・防災事業部 
東京支社 保全・耐震・防災部 

田口 由明 
 

 

１．はじめに 

東北地方・太平洋沖地震による下水道施設被害

については、現在、宮城・福島・岩手の各県の内

陸部を中心に災害査定調査が進められ、詳細な被

害状況が明らかになりつつある。しかし、大規模

な津波や液状化により被災した地区では、詳細調

査が遅れ、未だに使用ができない、或いは暫定的

な対応を行っている状況にあり、その復旧に目処

はたっていない。一方で、生活排水は電気・水道・

ガス等の機能回復に伴う下水道への流入量の増加

に加え、時節から降水量の増加に伴う被災管路へ

の地下水浸入量の増加も想定されるため、排水不

良等による衛生環境の悪化、低地での浸水等、今

後の二次的な被害が危惧されている。 

このような下水道の大被害、長期化を考慮すれ

ば、恒久的な施設復旧工事が困難であっても相当

の下水量に対応可能な施設能力（流下、揚水、処

理）を早期に確保するための対応能力を高めるこ

とが重要となる。本稿では、今回の被災教訓を踏

まえて、今後の「下水道地震対策における大規模

災害への備え」について一考察した。 

 
２．管路被害と機能確保の事例 

２.１ 管路被害の特徴 

現時点で明らかにされている特徴的な被害には、

千葉県、茨城県等の一部に見られる大規模な液状

化に伴う管路施設の浮上や閉塞（写真１参照）が

あげられる。宮城県、福島県等の内陸部では、岩

手・宮城内陸地震等でも見られた埋戻し土の液状

化に伴うマンホール浮上も散見された。 

２.２ 管路機能の確保事例 

このような被害に対し流下機能を確保するため

に一般的に用いられる手法には、仮設配管及び仮

設ポンプによるバイパス機能の確保がある（写真

２参照）。流量の少ない汚水管の場合には、設置す

るポンプや必要となる動力源の規模も小さく比較

的調達が容易であるが、雨水管や汚水幹線の場合

には、資機材や燃料の確保も予めの備えが必要と

なる。写真３は釜石市における対応事例である。 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

 
写真１ 管路被害の事例（浦安市） 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

写真２ 仮設配管の事例（潮来市） 

（注）併設は上水道管（左） 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

 

 
写真３ 水管橋暫定機能確保の事例（釜石市） 

（注）右が流出した独立水管橋 

 

２.３ トイレ機能の確保事例 

下水道被害時に直面する課題は、トイレ機能の

喪失である。新潟県中越地震時にはこのことが健

東日本大震災被害調査報告　平成23年6月　㈱エイト日本技術開発

- 114 -



 

康問題へと発展したことは記憶に新しい。その後、

下水道の地震対策計画では、選択と集中による流

下機能確保とともに、下水道施設直結の水洗型仮

設トイレ（トイレ下の管路を定期的にフラッシュ）

の確保に配慮している。写真４は宮城県東松島市

における設置事例であるが、住民からは「洋式型

が衛生的」で好評と聞いている。 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

写真４ 仮設トイレの設置事例 

（注）右：洋式型ﾄｲﾚ、左：ﾌﾗｯｼｭ用ﾏﾝﾎｰﾙ 

 

３．処理場被害と機能確保の事例 

３.１ 処理場被害の特徴 

今回の地震で被災した下水処理場、ポンプ場の

多くは津波で被災した沿岸部に位置し、津波の波

力や浸水により土砂等の浸入や堆積、設備の流出

や損傷、非常用電源や水源の喪失等が生じ、未だ

機能停止中の施設もある。また、千葉県、茨城県

等の広域な液状化が生じた地区の処理場では、設

備の転倒や脱落、構造物の傾斜、継ぎ手部損傷等

による機能阻害が生じた。写真５は仙台市南蒲生

処理場の津波来襲時の状況を、写真６は津波によ

る土砂堆積や上部施設の流出状況を示す。また、

写真７は津波の波力（或いは漂流物）により損傷

した大船渡市下水処理場の建屋を示す。 

３.２ 処理場機能の確保事例 

新潟県中越地震で被災した堀之内浄化センター

では、流入渠の損傷によって流出した下水を仮設

水路、仮設沈殿池で簡易処理を行うことで応急対

応した。現在の下水道施設の減災対策計画は、こ

の教訓を基に検討されている。今回の被災施設で

も一部ではこの方法で処理機能を確保している。

また、流入管が深い処理場の場合には、仮設揚水

施設の確保も重要となる。宮城県内では、一時、

多賀城市、岩沼市等で流域下水道からの下水の溢

水が問題視されたが、流入ポンプ棟の構造被害が

なかったことが幸いし、揚水ポンプが確保された

処理場では、写真８、写真９の事例のように揚水

～仮設沈殿処理～消毒・放流を確保できている。 

暫定対応の場合の処理水質の確保については、

沈殿池能力を確保しＳＳを低減し、初期は固形塩

素との接触を確保（写真 10 参照）し大腸菌群数を

制御する。しかし、流入水量の増加に伴い処理能

力が不足するため段階的に消毒機能を高めていく

必要がある。また、長期化すれば水処理以外に、

沈殿汚泥の処理も必要となる（南蒲生処理場では

汚泥脱水機能を確保した；国土交通省 web）。 

 

 

 

 

 

（枠は不要） 

 

 

 

 
図５ 津波に襲われる南蒲生処理場（仙台市 web） 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

図６ 津波被害を受けた処理場の事例（宮城県内） 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 
図７ 津波被害を受けた処理場の事例（大船渡市） 

 

４．下水道地震対策における大規模災害への備

えについて 

災害調査を通じ、前述の水管橋の暫定対応等、

一部の下水道管理者においては、比較的大規模な

非常時対応がリソース制約の下で適切に行われた。

大津波に襲われながらも職員の安全な避難が行え
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たこと、被災後に代替施設を迅速に確保できたこ

と等は、今後の地震対策のあり方に重要な影響を

与えるものであると考える。写真 11 は大船渡市下

水処理場における流入ポンプ設備から反応槽（沈

殿池機能）までの仮設配管を示すが、職員の方が

直接配管工事を行ったと聞いている。予め、津波

による被災を想定し、施設の状態を予測して配管

材料、仮設ポンプ等の資機材を確保し、訓練に基

づき適切に配置できたことが、機能阻害の低減に

つながった事例である。 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

 

図８ 流入ポンプ棟からの仮配管（宮城県内） 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

図９ 場内に設けた仮設沈殿池（宮城県内） 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

 

図 10 暫定的な塩素消毒の事例（宮城県内） 

 
これまでの地震対策は、構造物の耐震化等のハ

ード面での対応に注力してきた。想定される地震

に対し、耐震化を進めることは当然重要である。

しかし、地震はいつどこで起きてもおかしくない

という状況下、計画を超える現象が発生すること

を今回教訓として得た。全ての対策をハードに依

存することは、対策費用や技術的な制約から困難

である。これらをクリアし対策を完成させるには

長期間を要することを想定すれば、ソフト対応に

よる被害（リソース被害も含む）の最小化、被災

直後の対応がより重要となることは明白である。 

 

 

 

 

 
（枠は不要） 

 

 

 

 

 

図 11 流入ポンプ棟からの仮配管（大船渡市） 

 
ハード対策の実現には管理者特有の事情も多分

に影響する。そこで、構造物の安全性確保の目標

水準、被災時の暫定対応による機能回復手段等の

選択、並びに、これらのハード対策を柔軟に組み

合わせ統括しその効果を最大限活用する「ソフト

対応」の構築が重要となる。このような「総合的

な地震対策」が、平等に住民の生命、健全な都市

機能を守ることに寄与するものと考える。 

トイレや浸水等、住民の生活に密接に関与する

下水道施設の地震対策を効果的に進めるためには、

コンサルタントエンジニアの知恵と工夫が求めら

れ、我々も具体的な提案に取り組んでいる。その

デザインの一つに、管理者と協働し策定する「下

水道ＢＣＰ」がある。 

「総合的な地震対策」の実現には、下水道管理

者の裁量の拡大、判断が必要となる。一方で事業

実施には国の支援も不可欠であり、管理者の発想

と行動が活かされるよう制度創りが重要と考える。 

 
５．おわりに 

下水道施設に限らず今回の大震災の被災状況を

目の当たりにし、大きなショックを受けた。一方

で、住民の視点に立って、これまでの地震対策の

あり方について考え直す良い機会ともなった。私

に今、何ができるのかを改めて考え、今後の業務

に役立て、微力ながら復興に参画していきたい。 

最後に、本調査にあたり、貴重なご助言、寛大

なご理解とご協力を頂いた関係者の皆様に感謝を

致します。 
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